
１

２

願出地（全ての筆）の土地の登記事項証明書（全部事項証明書）【法務局で取得する。】

公図写し【法務局で取得する。】

願出地を含め付近の現況土地利用図

20年以上願出地が農地でないことを証する資料

(1) 航空写真（20年以上前において願出地が農地でないことを確認できるもの。）

(2)
航空写真で確認できない場合（固定資産評価証明などで20年以上前から願出地が農地でないこと
を確認できるもの。）

土地の位置を示す地図（住宅地図など。）

土地の登記事項証明書の住所と現住所が違う場合は住民票の写し

委任状（代理人による届出手続の場合）

※ 1 受付締切日は毎月10日です（10日が休日の場合は、その前の一番近い休日でない日）。

2 願出地が農業振興地域の農振農用地の場合は、町農政課で手続きが必要となります。

3 農業者年金の受給状況を確認してください。

4 願出地に土地範囲を示す境界杭を申請地に設置してください。

5 願出地によっては、上記以外にも添付書類が必要になる場合があります。

6 証明願提出後は、地元担当農業委員へ報告連絡してください。
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非農地証明願の届出部数及び添付書類

証明願（２部）

添付書類（各１部）
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